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(57)【要約】
【課題】アンテナを有しながらも、ポインティングデバ
イスとしての感知面積の低下が防止されたアンテナ付タ
ッチパッド入力装置、及び該装置を搭載した電子機器を
提供する。
【解決手段】アンテナ付タッチパッド入力装置は、電子
機器内の放射ノイズを遮蔽するシールド部材に設けられ
た開口にて表出する感知面を有する。そして、アンテナ
付タッチパッド入力装置は、感知面に沿って設けられ、
感知面に接触する物体の位置を静電容量の変化に基づい
て検出するための電極群と、電極群と前記感知面との間
に配置され、外部機器と通信を行うためのアンテナ(40b
)とを具備する。アンテナ(40b)は、感知面の面内方向で
みて、感知面の外縁から５ｍｍ以上離れて配置されてい
る。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子機器内の放射ノイズを遮蔽するシールド部材に設けられた開口にて表出する感知面
を有するアンテナ付タッチパッド入力装置であって、
　前記感知面に沿って設けられ、前記感知面に接触する物体の位置を静電容量の変化に基
づいて検出するための電極群と、
　前記電極群と前記感知面との間に配置され、外部機器と通信を行うためのアンテナとを
具備し、
　前記アンテナは、前記感知面の面内方向でみて、前記感知面の外縁から５ｍｍ以上離れ
て配置されている
ことを特徴とするアンテナ付タッチパッド入力装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のアンテナ付タッチパッド入力装置において、
　前記アンテナは、複数の巻き数にて渦巻形状に延びる導体によって構成される少なくと
も１つのループ部を含み、
　前記ループ部の内縁から外縁までの幅は５ｍｍ以下である
ことを特徴とするアンテナ付タッチパッド入力装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のアンテナ付タッチパッド入力装置において、
　前記アンテナは、前記ループ部として、相互に電気的に直列に接続された第１ループ部
及び第２ループ部を含み、
　前記第１ループ部は、５ｍｍ以上離間して前記第２ループ部を囲んでいる
ことを特徴とするアンテナ付タッチパッド入力装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載のアンテナ付タッチパッド入力装置において、
　前記アンテナは、前記電極群と前記感知面との間に配置されたアンテナ用基板に密着し
て形成されていることを特徴とするアンテナ付タッチパッド入力装置。
【請求項５】
　請求項１乃至３の何れか一項に記載のアンテナ付タッチパッド入力装置において、
　前記アンテナは、円形状若しくは楕円形状の断面形状を有する導線からなることを特徴
とするアンテナ付タッチパッド入力装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか一項に記載のアンテナ付タッチパッド入力装置において、
　前記電極群及び前記アンテナを覆い、前記感知面を構成する樹脂製のフェイスシートを
備えることを特徴とするアンテナ付タッチパッド入力装置。
【請求項７】
　請求項１に記載のアンテナ付タッチパッド入力装置において、
　前記アンテナは、前記感知面に沿って曲がりながら延びる導体からなることを特徴とす
るアンテナ付タッチパッド入力装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のアンテナ付タッチパッド入力装置において、
　前記導体は波線形状にて延びる導体からなることを特徴とするアンテナ付タッチパッド
入力装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか一項に記載のアンテナ付タッチパッド入力装置を搭載したこと
を特徴とする電子機器。
【請求項１０】
　請求項９に記載の電子機器において、
　前記感知面は矩形形状をなし、
　前記アンテナは、前記電子機器を操作する者からみて、前記感知面の左辺側に寄ってい
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る
ことを特徴とする電子機器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アンテナ付のタッチパッド入力装置、及び該装置を搭載した電子機器に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパッド入力装置は電子機器、例えばラップトップ型のパーソナルコンピュータ（
ラップトップコンピュータ）に搭載される。ラップトップコンピュータでは、キーボード
を有する本体とディスプレーとがヒンジで連結され、この本体において、キーボードの手
前側にタッチパッド入力装置が配置される。
【０００３】
　ラップトップコンピュータでは、本体のハウジングの内側にシールド部材が設けられて
いる。シールド部材は、本体内部の電子機器を覆うように設けられ、不要電磁波の放射又
は入射を抑制している（ＥＭＩ対策）。
　ただし、本体のハウジング及びシールド部材には、タッチパッド入力装置を配置するた
めの開口部が設けられ、タッチパッド入力装置のフェイスシートは、開口部にて表出して
感知面を構成する。
【０００４】
　タッチパッド入力装置として、特許文献１は、アンテナ付きのタッチパッドモジュール
を提案している。このタッチパッドモジュールでは、アンテナがシールド部材の開口部に
配置されることで、アンテナを介して外部との通信が可能になるものと考えられている。
【０００５】
　具体的には、特許文献１が開示するタッチパッドモジュールにおいては、例えば、アン
テナは、タッチパッドのプリント回路基板に設けられる。また、アンテナは、タッチパッ
ドアレイ自体のために用いられる層の間の、またはその層に隣接する、個別のフレキシブ
ル層に配置され得るとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００２－５３９５１７号公報（段落番号０００６、００１４、００
３３及び図３等。）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１が開示するタッチパッドモジュールにおいて、タッチパッドが静電容量型で
ある場合に、タッチパッドアレイ自体のための層の上にアンテナのためのフレキシブル層
が配置されると、アンテナが導体であるため、タッチパッドの有効な感知面積が減少して
しまう。
【０００８】
　本発明は上述した事情に基づいてなされ、その目的とするところは、アンテナを有しな
がらも、ポインティングデバイスとしての感知面積の低下が防止されたアンテナ付タッチ
パッド入力装置、及び該装置を搭載した電子機器を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するため、本発明は以下の解決手段を採用する。
【００１０】
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　第１の解決手段：本発明の一態様によれば、電子機器内の放射ノイズを遮蔽するシール
ド部材に設けられた開口にて表出する感知面を有するアンテナ付タッチパッド入力装置で
あって、前記感知面に沿って設けられ、前記感知面に接触する物体の位置を静電容量の変
化に基づいて検出するための電極群と、前記電極群と前記感知面との間に配置され、外部
機器と通信を行うためのアンテナとを具備し、前記アンテナは、前記感知面の面内方向で
みて、前記感知面の外縁から５ｍｍ以上離れて配置されていることを特徴とするアンテナ
付タッチパッド入力装置が提供される。
【００１１】
　第１の解決手段のアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、アンテナが感知面の外縁
から５ｍｍ以上離れていることで、感知面の外縁近傍に接触する物体が感知される。この
ため、このアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、アンテナを設けたことによる感知
面積の縮小が抑制される。
【００１２】
　第２の解決手段：好ましくは、前記アンテナは、複数の巻き数にて渦巻形状に延びる導
体によって構成される少なくとも１つのループ部を含み、前記ループ部の内縁から外縁ま
での幅は５ｍｍ以下である。
　第２の解決手段のアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、ループ部の幅が５ｍｍ以
下であるため、ループ部を跨いで例えば指先等の物体が感知面に接触し、ループ部の存在
にかかわらず物体が感知される。このため、このアンテナ付タッチパッド入力装置によれ
ば、アンテナを設けたことによる感知面積の縮小がより一層抑制される。
【００１３】
　第３の解決手段：好ましくは、前記アンテナは、前記ループ部として、相互に電気的に
直列に接続された第１ループ部及び第２ループ部を含み、前記第１ループ部は、５ｍｍ以
上離間して前記第２ループ部を囲んでいる。
　第３の解決手段のアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、複数のループ部があった
としても、ループ部同士の間隔が５ｍｍ以上であることで、ループ部同士の隙間に接触し
た物体が感知される。このため、このアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、アンテ
ナ全体としては必要十分な巻き数を確保しながら、アンテナを設けたことによる感知面積
の縮小がより一層抑制される。換言すれば、このアンテナ付タッチパッド入力装置によれ
ば、感知面積の縮小を抑制しながら、アンテナの感度が向上する。
【００１４】
　第４の解決手段：好ましくは、記アンテナは、前記電極群と前記感知面との間に配置さ
れたアンテナ用基板に密着して形成されている。
　第４の解決手段のアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、アンテナがアンテナ用基
板に密着して形成されているので、アンテナが確実に支持され、アンテナの変形が防止さ
れる。
【００１５】
　第５の解決手段：好ましくは、前記アンテナは、円形状若しくは楕円形状の断面形状を
有する導線からなる。
　第５の解決手段のアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、アンテナの断面形状が円
形状若しくは楕円形状であるため、アンテナ上に指先等の物体が位置したときに、物体と
アンテナとの間に形成される隙間が大きくなり、この隙間を通じて物体が感知される。こ
のため、このアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、アンテナを設けたことによる感
知面積の縮小がより一層抑制される。
【００１６】
　第６の解決手段：好ましくは、アンテナ付タッチパッド入力装置は、前記電極群及び前
記アンテナを覆い、前記感知面を構成する樹脂製のフェイスシートを備える。
　第６の解決手段のアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、フェイスシートによって
感知面が構成されているので、アンテナを設けたとしても、感知面の感触が良好に保たれ
る。
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【００１７】
　第７の解決手段：好ましくは、前記アンテナは、前記感知面に沿って曲がりながら延び
る導体からなる。
　第７の解決手段のアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、アンテナによって感知面
に不感帯が形成されたとしても、アンテナの曲がりに沿って不感帯も曲がっているので、
感知面上にて直線的に指先等を移動させたときに、不感帯以外の場所で必ず指先が検知さ
れる。このため、このアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、アンテナを設けたこと
による感知面積の縮小がより一層抑制される。
【００１８】
　第８の解決手段：好ましくは、前記導体は波線形状にて延びる導体からなる。
　第８の解決手段のアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、アンテナが波線形状であ
るため、鋭角で曲がっておらず、曲がっている部分で不感帯が大きくなることが防止され
ている。このため、このアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、アンテナを設けたこ
とによる感知面積の縮小がより一層抑制される。
【００１９】
　第９の解決手段：本発明の他の態様として、解決手段１乃至８の何れか一つのアンテナ
付タッチパッド入力装置を搭載したことを特徴とする電子機器が提供される。
　第９の解決手段の電子機器は、アンテナを設けたことによるアンテナ付タッチパッド入
力装置の感知面積の縮小が抑制されているので、電子機器を操作する者の狙い通りに円滑
に動作する。
【００２０】
　第１０の解決手段：好ましくは、前記感知面は矩形形状をなし、前記アンテナは、前記
電子機器を操作する者からみて、前記感知面の左辺側に寄っているである。
　第１０の解決手段の電子機器では、アンテナが感知面の左辺側に寄っているので、操作
者が、アンテナの真上の感知面の部分を利用する頻度が小さい。このため、この電子機器
は、操作する者の狙い通りにより一層円滑に動作する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明のアンテナ付タッチパッド入力装置によれば、アンテナを有していても、感知面
積の縮小が抑制される。
　本発明の電子機器は、アンテナ付タッチパッド入力装置の感知面積の縮小が抑制されて
いるので、操作する者の狙い通りに円滑に動作する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】第１実施形態のタッチパッド入力装置を搭載したパーソナルコンピュータの外観
を示す斜視図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う概略的な部分断面図である。
【図３】第１実施形態のタッチパッド入力装置の概略的な外観を示す斜視図である。
【図４】図３のタッチパッド入力装置の分解斜視図である。
【図５】図４中のアンテナ層の平面図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ線に沿う概略的な部分断面図である。
【図７】図１のパーソナルコンピュータにおける電気回路を概略的に示すブロック図であ
る。
【図８】第２実施形態にかかるアンテナ層の平面図である。
【図９】第３実施形態にかかるアンテナ層の平面図である。
【図１０】第４実施形態にかかるアンテナ層の平面図である。
【図１１】第１実施形態の図６に相当する、第４実施形態にかかるアンテナ層の部分断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
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　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
〔第１実施形態〕
　図１は、第１実施形態のアンテナ付タッチパッド入力装置１０を搭載したラップトップ
型のパーソナルコンピュータ（電子機器）１１を示す。コンピュータ１１は本体１２及び
ディスプレー１４を有し、本体１２とディスプレー１４はヒンジを介して結合されている
。ディスプレー１４は、通常平置きされる本体１２に重ね合わされた状態（閉状態）から
、ヒンジを支点として回転させられることにより可逆的に、本体１２に対して立った状態
（開状態）になる。
【００２４】
　ディスプレー１４は、例えば樹脂製のディスプレーハウジング１６を有する。ディスプ
レーハウジング１６は、扁平な箱形状をなし、例えばＡ４用紙と略等しい大きさを有する
。ディスプレーハウジング１６は、閉状態にあるときに本体１２と対向する面（内面）を
有するけれども、ディスプレーハウジング１６の内面には、略全域に渡る開口が形成され
ている。ディスプレーハウジング１６の開口１６ａには、例えば液晶パネル１８が表出し
ている。
【００２５】
　本体１２は、扁平な箱形状の樹脂製のメインハウジング２０を有する。
　閉状態のときにディスプレー１４と対向するメインハウジング２０の上面には、液晶パ
ネル１８に向かって見たとき奥側、則ちヒンジ側に開口２０ａが設けられ、この開口２０
ａ内にキーボード２１が配置されている。なお、メインハウジング２０の上面の大きさは
、ディスプレーハウジング１６の内面と略同一である。
【００２６】
　また、メインハウジング２０の上面には、キーボード２１よりも手前の中央にも開口２
０ｂが形成されている。この開口２０ｂには、アンテナ付タッチパッド入力装置１０のフ
ェイスシート２２が表出している。
　更に、メインハウジング２０の上面には、開口２０ｂよりも手前に開口２０ｃが形成さ
れ、この開口２０ｃには、２つのボタン２４ａ，２４ｂがメインハウジング２０の幅方向
に並んで表出している。
　なお、メインハウジング２０の上面における、開口２０ｂ，２０ｃの両側の領域はパー
ムレストとして機能する。
【００２７】
　図２は、図１中のＩＩ－ＩＩ線に沿う断面図であり、本体１２の部分的な断面を示す。
　メインハウジング２０の内側には、金属製のシールド部材２６が設けられている。シー
ルド部材２６は、メインハウジング２０よりも若干小さな形状をなし、キーボード２１、
フェイスシート２２及びボタン２４ａ，２４ｂが表出している領域を除き、メインハウジ
ング２０によって略全域が覆われている。
【００２８】
　シールド部材２６の上壁には、メインハウジング２０の開口２０ｂの位置に対応して開
口２６ａが形成されている。そして、シールド部材２６の内側には、開口２６ａに対応し
て、開口２６ａよりも若干大の底板２７が配置されている。底板２７ａは導電性を有し、
底板２７ａとシールド部材２６の上壁との間は、例えば導電性を有する複数の接触部材２
７ｂによって、機械的及び電気的に接続されている。
　底板２７ａは、シールド部材２６の開口２６ａを塞ぐように配置されているが、底板２
７ａは、シールド部材２６の上壁から離間している。このため、底板２７ａ及び接触部材
２７ｂは、開口２６ａに連なる凹み２７を形成し、この凹み２７内に、アンテナ付タッチ
パッド入力装置１０は配置されている。
【００２９】
〔アンテナ付タッチパッド入力装置〕
　アンテナ付タッチパッド入力装置１０は、適当なパターンの配線（図示せず）を有する
プリント回路基板２８を有し、プリント回路基板２８は、図示しない支持部材によって、
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凹み２７内に固定されている。
【００３０】
　プリント回路基板２８はメインハウジング２０の上面と略平行に配置される。凹み２７
の底面、即ち底板２７ａと対向するプリント回路基板２８の下面には、ＬＳＩチップ３０
ａ，３０ｂ等の電気素子が実装されている。
　開口２０ｂ側に位置するプリント回路基板の上面には、フェイスシート２２を含む積層
体３２が固定されている。
【００３１】
　図３は、アンテナ付タッチパッド入力装置１０の概略的な外観を示す斜視図である。プ
リント回路基板２８は、積層体３２と同等の四角形状を有し、プリント回路基板２８の一
方の面に積層体３２が固定されている。積層体３２は、プリント回路基板２８の他方の面
に実装された電気素子に接続される。
【００３２】
　また、プリント回路基板２８に実装された電気素子は、入出力端子を介して、シールド
部材２６の内部に配置されたマザー基板（図示せず）と接続される。　
【００３３】
〔積層体〕
　図４は、アンテナ付タッチパッド入力装置１０を分解して示す概略的な斜視図である。
　積層体３２は、プリント回路基板２８側から順に、接地電極層３４、Ｙ駆動電極層３６
、Ｘ駆動電極層３８、アンテナ層４０、及び、フェイスシート２２を有する。接地電極層
３４、Ｙ駆動電極層３６、Ｘ駆動電極層３８、アンテナ層４０、及び、フェイスシート２
２は、接着剤などによって相互に密着している。
【００３４】
　接地電極層３４は、略四角形のフィルム基板（接地用基板）３４ａと、フィルム基板３
４ａに一体に形成された平面状の接地電極３４ｂとからなる。接地電極３４ｂは、フィル
ム基板３４ａの一方の面の略全域に渡って一様に広がっているけれども、接地電極３４ｂ
には、複数のミシン目形状のスリットが形成されている。
【００３５】
　Ｙ駆動電極層３６は、略四角形のフィルム基板（Ｙ駆動電極用基板）３６ａと、フィル
ム基板３６ａに一体に形成された格子形状のＹ駆動電極３６ｂと、同じくフィルム基板３
６ａに一体に形成された櫛形状の検出電極３６ｃとからなる。Ｙ駆動電極３６ｂ及び検出
電極３６ｃは、相互に噛み合うように配置されながら、フィルム基板３６ａの一方の面の
略全域に分布させられている。
　具体的には、Ｙ駆動電極３６ｂは、互いに平行な複数の導電性の帯によって構成され、
導電性の帯は、パーソナルコンピュータ１１の本体１２の奥行き方向にそれぞれ延び、パ
ーソナルコンピュータ１１の本体１２の幅方向にて相互に一定間隔にて離間している。
　検出電極３６ｃは、互いに平行な複数の導電性の帯と、これらの帯の一端を相互に連結
する一つの導電性の帯によって構成されている。検出電極３６ｃの複数の導電性の帯も、
Ｙ駆動電極３６ｂの複数の導電性の帯と同様に、パーソナルコンピュータ１１の本体１２
の奥行き方向にそれぞれ延び、パーソナルコンピュータ１１の本体１２の幅方向にて相互
に一定間隔にて離間している。そして、検出電極３６ｃの複数の導電性の帯は、Ｙ駆動電
極３６ｂの複数の導電性の帯の間に配置されている。
【００３６】
　Ｘ駆動電極層３８は、略四角形のフィルム基板（Ｘ駆動電極用基板）３８ａと、フィル
ム基板３８ａに一体に形成された格子形状のＸ駆動電極３８ｂとからなる。Ｘ駆動電極３
８ｂは、フィルム基板３８ａの一方の面の略全域に分布させられている。具体的には、Ｘ
駆動電極３８ｂは、互いに平行な複数の導電性の帯によって構成され、導電性の帯は、パ
ーソナルコンピュータ１１の本体１２の幅方向にそれぞれ延び、パーソナルコンピュータ
１１の本体１２の奥行き方向にて相互に一定間隔にて離間している。
【００３７】
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　従って、Ｙ駆動電極３６ｂ及びＸ駆動電極３８ｂは、積層方向で見たときに、碁盤目状
に相互に直交している。そして、検出電極３６ｃ、Ｙ駆動電極３６ｂ及びＸ駆動電極３８
ｂは、フェイスシート２２の表面に接触する指先等の物体の位置を検出するための電極群
を構成している。
【００３８】
〔アンテナ層〕
　アンテナ層４０は、略四角形のフィルム基板（アンテナ用基板）４０ａと、フィルム基
板４０ａに一体に形成されたアンテナ４０ｂとからなる。なお、フィルム基板３４ａ，３
６ａ，３８ａ，４０ａ及びフェイスシート２２は、略同じ大きさを有し、４隅を揃えて相
互に重ね合わされている。
【００３９】
　図５は、アンテナ層４０を示す平面図であり、アンテナ４０ｂは、所定のパターンにて
延びる導体の帯からなる。導体の幅は、例えば、０．１ｍｍ以上１．００ｍｍ以下の範囲
にある。アンテナ４０ｂは、好ましくは、直列に繋がっている複数のループ部を含み、本
実施形態では第１ループ部４２及び第２ループ部４３を含んでいる。
　なお、導体としては、アルミや銅等の金属を用いることができるが、ＩＴＯ（酸化イン
ジウム錫）等の導電性の酸化物を用いてもよい。
【００４０】
　第１ループ部４２は、第２ループ部４３を囲んでおり、第１ループ部４２の内端と第２
ループ部４３の外端とは、連結部４４によって直列に繋がれている。一方、第１ループ部
４２の外端には、引き出し部４５が連なっていてもよい。
　第１ループ部４２は、巻き数が例えば略３回の渦巻き形状を有し、第１ループ部４２の
外縁とフィルム基板４０ａの外縁との距離Ｄは５ｍｍ以上である。なお、フィルム基板４
０ａの外縁は、フェイスシート２２の外縁に一致しているため、距離Ｄは、第１ループ部
４２の外縁とフェイスシート２２の外縁との距離に等しい。
【００４１】
　また、第２ループ部４３も、巻き数が例えば略３回の渦巻き形状を有し、第２ループ部
４３の外縁と第１ループ部４２の内縁との間隔Ｇは、好ましくは５ｍｍ以上である。
【００４２】
　更に、第１ループ部４２及び第２ループ部４３の各々における内縁と外縁との距離、即
ち幅Ｗ１，Ｗ２は、好ましくは５ｍｍ以下である。
　ここで図６は、図５中のＶＩ－ＶＩ線に沿う部分断面図である。アンテナ４ｂを構成す
る帯の断面は、例えば四角形である。このようなアンテナ４０ｂは、印刷技術を用いて形
成することができる。
【００４３】
〔回路構成〕
　図７は、アンテナ付タッチパッド入力装置１０を含む、パーソナルコンピュータ１１の
概略的な電気回路を示すブロック図である。
　パーソナルコンピュータ１１のマザー基板には、ＣＰＵ（中央演算装置）５０及びメモ
リ５２が実装されている。ＣＰＵ５０は、同じくマザー基板上に実装されたディスクコン
トローラ５４を介して、シールド部材２６の内部に配置されたハードディスク５６に接続
されている。パーソナルコンピュータ１１の電源が入れられると、ＣＰＵ５０は、ハード
ディスク５６に記憶されたオペレーティングシステムを起動し、その後、操作者の指示に
従って、アプリケーションソフトを実行する。
【００４４】
　また、ＣＰＵ５０は、マザー基板に実装されたディスプレーコントローラ５８を介して
、液晶パネル１８に接続され、液晶パネル１８は、オペレーティングシステム及びアプリ
ケーションソフトの入出力画面を表示する。
【００４５】
　更に、ＣＰＵ５０は、マザー基板に実装されたキーボードコントローラ６０を介して、
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キーボード２１に接続され、操作者によるキーボード２１の各ボタンの押下に応じて、オ
ペレーティングシステム又はアプリケーションソフト上での所定の動作を実行する。
【００４６】
　その上で、ＣＰＵ５０は、マザー基板に実装されたタッチパッドコントローラ６２を介
して、アンテナ付タッチパッド入力装置１０に接続されている。
　具体的には、アンテナ付タッチパッド入力装置１０は、Ｘ駆動電極３８ｂ、Ｙ駆動電極
３６ｂ及び検出電極３６ｃに接続された位置検出回路６４を有する。位置検出回路６４は
、Ｘ駆動電極３８ｂ及びＹ駆動電極３６ｂに印加する電圧を走査しながら、Ｘ駆動電極３
８ｂ及びＹ駆動電極３６ｂと検出電極３６ｃとの間の静電容量の変化を検出する。
【００４７】
　すなわち、位置検出回路６４は、静電容量の変化に基づいて、フェイスシート２２にお
ける指先等の接触位置を検出する。位置検出回路６４によって検出された接触位置に関す
る信号は、インターフェース６６を介して、タッチパッドコントローラ６２に入力される
。
【００４８】
　本実施形態では、フェイスシート２２の全面が開口２０ｂにて表出し、位置検出回路６
４は、フェイスシート２２の全面において、指先の接触位置を検出可能である。このため
、本明細書では、フェイスシート２２の全面を感知面ともいう。
　なお、位置検出回路６４及びインターフェース６６は、プリント回路基板に実装された
ＬＳＩチップ３０ａ等の電気素子によって構成されているけれども、図４において、Ｘ駆
動電極３８ｂ、Ｙ駆動電極３６ｂ、検出電極３６ｃおよび接地電極３４ｂと位置検出回路
６４とを接続する配線が省略されている。
【００４９】
　ＣＰＵ５０は、フェイスシート２２における指先の接触位置の変化に応じて、オペレー
ティングシステムによって液晶パネル１８上に表示されるカーソルの位置を変化させる。
【００５０】
　また、ボタン２４ａ，２４ｂもインターフェース６６及びタッチパッドコントローラ６
２を介してＣＰＵ５０に接続され、例えば、一方のボタン２４ａの押下しながらフェイス
シート２２上で指先の位置を変化させると、液晶パネル１８における所定の表示領域が選
択され、強調表示される。また、ボタン２４ａを連続して２回押下すると、カーソルの位
置に応じて選択された命令が実行される。更に、他方のボタン２４ｂを押下することによ
り、例えば、メニュー画面が表示される。
【００５１】
　一方、アンテナ４０ｂは、整合回路７０に接続されている。整合回路７０は、プリント
回路基板２８に実装された、位置検出回路６４のための電気素子とは別のＬＳＩチップ３
０ｂ等の電気素子等によって構成される。
　なお、図４においては、アンテナ４０ｂと整合回路７０とを接続する配線が省略されて
いる。
【００５２】
　整合回路７０は、マザー基板にそれぞれ実装された送受信回路７２及び無線コントロー
ラ７４を介してＣＰＵ５０に接続されている。ＣＰＵ５０は、例えば、常駐のアプリケー
ションソフトによって、無線コントローラ７４、送受信回路７２、整合回路７０及びアン
テナ４０ｂを作動させ、連続的又は間欠的に外部との通信を行う。
　なお、送受信回路７２は、マザー基板ではなく、アンテナ付タッチパッド入力装置１０
のプリント回路基板２８に実装されていてもよい。
【００５３】
　本実施形態では、アンテナ４０ｂは、ＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）用の磁界型のループアンテナである。操作者がＲＦＩＤタグ
（非接触ICカード）をフェイスシート２２上にかざすと、ＲＦＩＤタグとアンテナ４０ｂ
との間で、例えば１３．５６ＭＨｚの周波数帯（短波：ＨＦ帯）による通信が行われる。
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【００５４】
　例えば、アンテナ４０ｂは、パーソナルコンピュータ１１の正当な使用権限を有するか
否かを確認するためのＩＤ認証に用いられる。この場合、パーソナルコンピュータ１１の
電源が投入されるとすぐに、無線コントローラ７４、送受信回路７２、整合回路７０及び
アンテナ４０ｂに電力が供給され、ＩＤ認証のための通信が行われるように設定されるの
が好ましい。
【００５５】
　上述した第１実施形態のアンテナ付タッチパッド入力装置１０によれば、アンテナ４０
ｂが感知面の外縁から５ｍｍ以上離れていることで、感知面の外縁近傍に接触する物体が
感知される。このため、このアンテナ付タッチパッド入力装置１０によれば、アンテナ４
０ｂを設けたことによる感知面積の縮小が抑制される。
【００５６】
　そして、アンテナ付タッチパッド入力装置１０を備えるパーソナルコンピュータ１１は
、アンテナ４０ｂを設けたことによる感知面積の縮小が抑制されているので、操作者の狙
い通りに円滑に動作する。
【００５７】
　また、第１実施形態のアンテナ付タッチパッド入力装置１０によれば、第１ループ部４
２及び第２ループ部４３の幅Ｗ１，Ｗ２がそれぞれ５ｍｍ以下であるため、第１ループ部
４２又は第２ループ部４３を跨いで例えば指先等の物体が感知面に接触し、第１ループ部
４２及び第２ループ部４３の存在にかかわらず物体の接触位置が検出される。このため、
このアンテナ付タッチパッド入力装置１０によれば、アンテナ４０ｂを設けたことによる
感知面積の縮小がより一層抑制される。
【００５８】
　更に、第１実施形態のアンテナ付タッチパッド入力装置１０によれば、第１ループ部４
２及び第２ループ部４３があったとしても、第１ループ部４２と第２ループ部との間隔Ｇ
が５ｍｍ以上であることで、第１ループ部４２と第２ループ部４３との隙間上にて感知面
に接触した物体の位置が感知される。このため、このアンテナ付タッチパッド入力装置１
０によれば、アンテナ４０ｂ全体としては巻き数を増大しながら、アンテナ４０ｂを設け
たことによる感知面積の縮小がより一層抑制される。換言すれば、このアンテナ付タッチ
パッド入力装置によれば、感知面積の縮小を抑制しながら、アンテナの感度が向上する。
【００５９】
　また更に、第１実施形態のアンテナ付タッチパッド入力装置１０によれば、アンテナ４
０ｂがフィルム基板４０ａに密着して形成されているので、アンテナ４０ｂが確実に支持
され、アンテナ４０ｂの変形が防止される。
【００６０】
　その上、第１実施形態のアンテナ付タッチパッド入力装置１０によれば、フェイスシー
ト２２によって感知面が構成されているので、アンテナ４０ｂを設けたとしても、感知面
の感触が良好に保たれる。
【００６１】
〔第２実施形態及び第３実施形態〕
　図８は、第２実施形態のアンテナ付タッチパッド入力装置１０に用いられるアンテナ層
８０を示している。アンテナ層８０では、フィルム基板４０ａにアンテナ８０ｂが一体に
形成されているが、アンテナ８０ｂは、平面で見て、波線形状（正弦波形状）の導体の帯
からなる。
【００６２】
　図９は、第３実施形態のアンテナ付タッチパッド入力装置１０に用いられるアンテナ層
８２を示している。アンテナ層８２では、フィルム基板４０ａにアンテナ８２ｂが一体に
形成されているが、アンテナ８２ｂは、平面で見て、メアンダライン形状の導体の帯から
なる。
【００６３】
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　これら第２実施形態及び第３実施形態のように、アンテナ８０ｂ，８２ｂは、ループア
ンテナに限定されることはなく、ダイポールアンテナやメアンダラインアンテナであって
もよい。そして、アンテナ８０ｂ,８２ｂは、無線ＬＡＮや、無線によってパーソナルコ
ンピュータ１１に接続されるデバイスのための通信を行うものであってもよい。また、通
信に使用される電波の周波数も特に限定されることはなく、１ＧＨｚ以上の２．４ＧＨｚ
帯、特定小電力無線（４００ＭＨｚ）帯、又は、微弱無線（３００ＭＨｚ）帯であっても
よい。
【００６４】
　例えば、アンテナ８０ｂ，８２は、マウス、トラックボール、ジョイスティック及びゲ
ームパッド等の外部のポインティングデバイスと通信を行うのに用いることができる。こ
の場合、パーソナルコンピュータ１１の電源が投入されるとすぐに、無線コントローラ７
４、送受信回路７２、整合回路７０及びアンテナ８０ｂ，８２ｂに電力が供給され、外部
のポインティングデバイスとの通信が行われるように設定されるのが好ましい。
【００６５】
　そして、第２実施形態及び第３実施形態にあっても、感知面の外縁からアンテナ８０ｂ
までの距離Ｄが５ｍｍ以上であり、アンテナ８０ｂを設けたことによる感知面積の縮小が
抑制される。
　なお、好ましくは、アンテナ８０ｂ，８２ｂの幅Ｗ３，Ｗ４は、好ましくは５ｍｍ以下
である。
【００６６】
　また、第２実施形態及び第３実施形態によれば、アンテナ８０ｂ，８２ｂによって感知
面に不感帯が形成されたとしても、アンテナ８０ｂ，８２ｂの曲がりに沿って不感帯も曲
がっているので、感知面上にて直線的に指先等を移動させたときに、不感帯以外の場所で
必ず指先が検知される。このため、アンテナ８０ｂ，８２ｂを設けたことによる感知面積
の縮小がより一層抑制される。
【００６７】
　特に、第２実施形態によれば、アンテナ８０ｂが波線形状であるため、鋭角で曲がって
おらず、曲がっている部分で不感帯が大きくなることが防止されている。このため、アン
テナ８０ｂを設けたことによる感知面積の縮小がより一層抑制される。
【００６８】
　また、第２実施形態によれば、液晶パネル１８に向かって見たときに、アンテナ８０ｂ
が感知面の左辺側に寄っているので、操作者が、アンテナ４０ｂの真上の感知面の部分を
利用する頻度が小さい。このため、このパーソナルコンピュータ１１は、操作する者の狙
い通りにより一層円滑に動作する。
　なお、感知面の左辺側に位置するとは、アンテナの重心位置が、感知面の幅方向中央よ
りも左側に位置することをいう。
【００６９】
　一方、第３実施形態によれば、アンテナ８２ｂが全体として、感知面の縦方向及び横方
向に対して傾いているので、アンテナ８２ｂによって感知面に不感帯が形成されたとして
も、感知面上にて縦方向又は横方向に指先等を移動させたときに、不感帯以外の場所で必
ず指先が検知される。このため、アンテナ８０ｂ，８２ｂを設けたことによる感知面積の
縮小がより一層抑制される。
【００７０】
〔第４実施形態〕
　図１０は、第４実施形態のアンテナ付タッチパッド入力装置１０に用いられるアンテナ
層８４を示している。アンテナ層８４では、フィルム基板４０ａにアンテナ８４ｂが一体
に形成されている。アンテナ８４ｂはコイル形状を有するコイルアンテナであり、フィル
ム基板４０ａに形成されたスルーホールを通じて、フィルム基板４０ａの表裏に渡って形
成されている。
　第４実施形態にあっても、感知面の外縁からアンテナ８４ｂまでの距離Ｄが５ｍｍ以上



(12) JP 2011-2948 A 2011.1.6

10

20

30

40

50

であり、アンテナ８４ｂを設けたことによる感知面積の縮小が抑制される。
　なお、好ましくは、アンテナ８４ｂの幅（外径）Ｗ５は、好ましくは５ｍｍ以下である
。
【００７１】
〔第５実施形態〕
　図１１は、第５実施形態のアンテナ付タッチパッド入力装置１０に用いられるアンテナ
層８６を示している。アンテナ層８６では、フィルム基板４０ａに対し、別体のループア
ンテナ８６ｂが例えば接着剤を用いて固定されている。ループアンテナ８６ｂは、断面が
円形状の導線を巻回して形成され、第１実施形態の場合と同様に、第１ループ部８７及び
第２ループ部を含む。
　なお、ループアンテナ８６ｂは、断面が楕円形状の導線を巻回して形成されていてもよ
く、また、フィルム基板４０ａを省略して別の方法により固定されていてもよい。
【００７２】
　第５実施形態によれば、アンテナ８６ｂの断面形状が円形状若しくは楕円形状であるた
め、アンテナ８６ｂ上に指先等の物体が位置したときに、物体とアンテナ８６ｂとの間に
形成される隙間が大きくなり、この隙間を通じて物体が感知される。このため、このアン
テナ付タッチパッド入力装置１０によれば、アンテナ８６ｂを設けたことによる感知面積
の縮小がより一層抑制される。
【００７３】
　本発明は、上述した第１実施形態乃至第５実施形態に限定されず、種々の変更が可能で
ある。
　例えば、接地電極３４ｂ、検出電極３６ｃ、Ｙ駆動電極３６ｂ及びＸ駆動電極３８ｂは
、別々のフィルム基板３４ａ，３６ａ，３８ａに形成されているが、これらを１つ又は２
つのフィルム基板の表裏に形成してもよい。あるいは、積層プリント回路基板を用いて、
接地電極３４ｂ、検出電極３６ｃ、Ｙ駆動電極３６ｂ及びＸ駆動電極３８ｂを積層プリン
ト回路基板に一体に形成してもよい。
【００７４】
　つまり、接地電極層３４、Ｙ駆動電極層３６及びＸ駆動電極層３８は、少なくとも、接
地電極３４ｂ、検出電極３６ｃ、Ｙ駆動電極３６ｂ及びＸ駆動電極３８ｂをそれぞれ含ん
でいればよく、接地電極３４ｂ、検出電極３６ｃ、Ｙ駆動電極３６ｂ及びＸ駆動電極３８
ｂを支持する基板の構成は特に限定されない。
　更に、検出電極３６ｃを省略し、Ｘ駆動電極３８ｂに電圧を印加しているときにはＹ駆
動電極３６ｂを検出電極として利用し、逆に、Ｙ駆動電極３６ｂに電圧を印加していると
きにはＸ駆動電極３８ｂを検出電極として利用してもよい。
　更に、指先等の接触位置は、直交座標にて検出されたけれども、極座標にて検出される
ように電極群を構成しても良い。
【００７５】
　一方、第１実施形態乃至第５実施形態では、フェイスシート２２によって感知面が形成
されていたけれども、フェイスシート２２を省略してアンテナ層４０等によって感知面を
形成してもよい。
　最後に、本発明のアンテナ付タッチパッド入力装置は、ラップトップ型のパーソナルコ
ンピュータに具現化した例で説明されているが、ＰＤＡや携帯電話機の如くのモバイル用
途の電子機器にも適用可能であるのは勿論である。
【符号の説明】
【００７６】
　１０　　アンテナ付タッチパッド入力装置
　１１　　パーソナルコンピュータ（電子機器）
　１２　　本体
　１４　　ディスプレー
　１８　　液晶パネル
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　２０　　メインハウジング
　２０ｂ　開口
　２１　　キーボード
　２２　　フェイスシート（感知面）
　２６　　シールド部材
　２６ａ　開口
　２７　　凹み
　２７ａ　底板
　２７ｂ　接続部材
　２８　　プリント回路基板
　３４ｂ　接地電極
　３６ｂ　Ｙ駆動電極（電極群）
　３６ｃ　検出電極（電極群）
　３８ｂ　Ｘ駆動電極（電極群）
　４０ｂ　アンテナ
　４２　　第１ループ部
　４３　　第２ループ部
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